
第１号議案 
 
 
        平成22年度府立学校に対する指示事項及び平成22年度 

        市町村教育委員会に対する指導・助言事項について 

 
 
 平成22年度府立学校に対する指示事項及び平成22年度市町村教育委員会に対

する指導・助言事項を次のように定める。 

 
 
  平成22年１月15日 
 
 
                     大阪府教育委員会       
 
 
＜参考＞ 
〔趣旨〕 
 １ 府立学校の教育の指針とするため、毎年度当初に府立学校の全職員に配布

し、周知徹底を図っている件。 

 
 ２ 市町村教育委員会に対する指導・助言の基本方針として、毎年度当初にと

りまとめ、周知徹底を図っている件。 

 

[根拠規程] 

大阪府教育委員会事務決裁規則 

(委員会決裁事項) 

第三条 委員会が会議の議決により決裁する事項は、次のとおりとする。 

一 教育に関する基本計画の策定に関すること並びに重要な条例案の立

案その他の委員会の事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（文部科学大臣又は都道府県委員会の指導、助言及び援助） 

第四十八条 地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文

部  

科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、

都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な

指導、助言又は援助を行うことができる 

２ 前項の指導、助言又は援助を例示すると、おおむね次のとおりである。 

http://6pou.com/nph-index.cgi?WORD=%E5%9C%B0%E6%96%B9%E6%95%99%E8%82%B2%E8%A1%8C%E6%94%BF%20%E6%8C%87%E7%A4%BA&CONT=61522:844:9983:1480


  一 学校その他の教育機関の設置及び管理並びに整備に関し、指導及び 

助言を与えること。 

  二 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導、職業指導、教科 

書その他の教材の取扱いその他学校運営に関し、指導及び助言を与え

ること。 

三 学校における保健及び安全並びに学校給食に関し、指導及び助言を

与えること。 

四 教育委員会の委員及び校長、教員その他の教育関係職員の研究集会、

講習会その他研修に関し、指導及び助言を与え、又はこれらを主催す

ること。 

五 生徒及び児童の就学に関する事務に関し、指導及び助言を与えるこ

と。 

六 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育の振興並び

に芸術の普及及び向上に関し、指導及び助言を与えること。 

七 スポーツの振興に関し、指導及び助言を与えること。 

八 指導主事、社会教育主事その他の職員を派遣すること。 

九 教育及び教育行政に関する資料、手引書等を作成し、利用に供する

こと。 

十 教育に係る調査及び統計並びに広報及び教育行政に関する相談に関

し、指導及び助言を与えること。 

十一 教育委員会の組織及び運営に関し、指導及び助言を与えること。 

 



全体の構成 

指示事項 指導・助言事項 

大阪の子どもたちにはぐくみたい力 

平成２２年度 「大阪の教育力」の向上に向けて～「学び」と「はぐくみ」を確立するために～ 

平成２２年度の取組みの重点 

確かな学力への取組み 学力向上への取組み 

子どもたちの規律・規範の確立と豊かな心のはぐくみ 子どもたちの規律・規範の確立と豊かな心のはぐくみ 

学校・家庭・地域の連携と安全で安心な学校づくり 学校・家庭・地域の連携と安全で安心な学校づくり 

学校運営体制の確立と教職員の資質向上 学校運営体制の確立と教職員の資質向上 

      １ 教育委員会の充実   

１ 確かな学力への取組み 

平成２２年度 指示事項、指導・助言事項の位置付け 

 前

文 

重

点 

 

 

 

 

 

「大阪の教育力」向上プラン 

今後 10 年間の大阪の教育がめざす方向。 

今後５年間の具体的な取組み。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府立学校           市町村立学校 

「大阪の教育力」向上に向けた緊急対策

平成 20～22 年度 

各学校においては、校長が、年度内に次年度の学校の教育目標を教職員に

示し、それに基づき校内組織が次年度の計画を立て、学校運営に組織的に

取り組む。（そのため、年度内に示している。） 

   ２ 学力向上への取組み   

（１）各学校における特色づくり及び学習内容の充実 （１）各学校における特色づくり及び学習内容の充実 

  ＜学習指導＞      ＜学習指導＞   

  ＜国際理解教育＞     ＜国際理解教育＞   

  ＜環境教育＞      ＜環境教育＞   

  ＜情報教育＞      ＜情報教育＞   

  ＜平和教育＞      ＜平和教育＞   

        ＜学校図書館＞    

  ＜部活動＞       ＜部活動＞    

（２）校種間の連携強化   （２）校種間の連携強化   

（３）健康教育の充実と体力づくりの推進  （３）幼児教育の充実   

２ 子どもたちの規律・規範の確立と豊かな心のはぐくみ ３ 子どもたちの規律・規範の確立と豊かな心のはぐくみ 

（１）心の教育の充実 （１）心の教育の充実 

（２）人権尊重の教育の推進  （２）人権尊重の教育の推進 

（３）障がいのある子ども一人ひとりの自立の支援  （３）障がいのある子ども一人ひとりの自立の支援 

（４）生徒指導の充実  （４）生徒指導の充実 

（５）進路指導の充実 （５）進路指導の充実  

（６）国旗・国歌の指導   （６）国旗・国歌の指導 

３ 学校・家庭・地域の連携と安全で安心な学校づくり ４ 学校・家庭・地域の連携と安全で安心な学校づくり  

（１）子どもの安全確保及び危機管理体制の充実 （１）子どもの安全確保及び危機管理体制の充実 

 （２）健康教育の充実と体力づくりの推進 

 （３）家庭における教育・子育て機能の強化 

（２）教育コミュニティの形成   （４）教育コミュニティの形成 

４ 学校運営体制の確立と教職員の資質向上 ５ 学校運営体制の確立と教職員の資質向上  

（１）学校運営体制の確立と開かれた学校づくり （１）学校運営体制の確立と開かれた学校づくり 

（２）教職員の資質向上   （２）教職員の資質向上   

（３）教職員の服務の徹底   （３）教職員の服務の徹底   

  

平成 2２年度の方針 

 

 

 

府教育委員会として、地教行法 48 条の規定に

基づく市町村教育委員会に対する指導・助言の

基本方針として作成し、配付。 

 

 

府教育委員会として、地教行法第 23

条に規定された教育委員会の職務

権限に基づき、府立学校の教育の指

針とするため、全教職員に周知徹底

を図る目的で作成し、配付。 

府立学校に対する指示事項 市町村教育委員会に対する指導・助言事項

本

編 

市町村教育委員会は、これを参考にそれ

ぞれの教育方針に反映し、管内の学校園

に示す。 

    ６ 社会教育の推進   

        ７ 文化財の保存と活用   


